
 

 

社会福祉法人小川村社会福祉協議会  

職員募集要項  

１  趣 旨 

      小川村と小川村社会福祉協議会では高齢者・障がい者福祉の基本を「在宅」に置き、

サービスの充実に努めているところです。社会福祉協議会が地域福祉推進の中核とな

り、地域住民と共に地域福祉活動を重点におき活動していくために、在宅福祉サービ

スの充実、地域福祉の推進を図っており、今回小川村社会福祉協議会職員を募集しま

す。  

   

２  募集する職員の職種、人員  

・指定通所介護事業所生活相談員 若干名   

※採用後、人事異動等により本会が行う事業全般における職種に変わることがあり

ます。 

   

３  採用予定日  

   令和４年４月１日  

 

４  応募資格 

◎社会福祉士資格、社会福祉主事任用資格、介護福祉士資格、介護支援専門員  

資格、精神保健福祉士資格のうち、取得見込みを含めいづれかの資格  

を有する者  

◎普通自動車運転免許必須（ＡＴ限定免許可）  

 

５  応募書類  

①  履歴書（市販のもので可、写真貼付）  

②  資格証の写し（自動車運転免許証を除く）  

③  卒業証明書及び卒業見込み書  

 

６  申込み方法  

   応募書類を持参、または郵送により小川村社会福祉協議会事務局へ申し込むこと  

 

７  受付期間  

   随時（採用者決定まで）  

    

８  採用試験日時  

   別途通知  

 

 



 

 

９  採用試験の場所  

   小川村在宅福祉支援センター「サンリング」 長野県上水内郡小川村大字高府 8553 

 

１０ 採用試験の方法 

    （１）選考試験 

      ①  作文試験 主として表現力についての筆記試験 

      ②  口述試験   小川村社会福祉協議会職員としての適正、また性行や社会福祉に対す

る熱意等について個人面接及び書類選考により行う 

     ③  身体検査 胸部疾患の有無を重点において、通常の職場に必要な健康度を有して  

         いるかを保健所等の健康診断書の提出を求めて判断する 

（診断書の提出は作文試験、口述試験合格後で良い）  

    

１１ 給与及び勤務条件  

   ○基本給  小川村社会福祉協議会給与規程により、経験年数等を考慮して初任給

を決定します。（国家公務員行政職俸給表（二）表に準拠）  

   ○手当   通勤手当、住居手当、資格手当、扶養手当、宿日直手当等  

   ○賞与   年２回（６月、１２月）  

   ○昇給   年１回（１月）  

   ○勤務時間 午前８時３０分～午後５時１５分（７時間４５分）休憩１時間  

         夜間勤務有（応相談）  

   ○勤務場所 小川村在宅福祉支援センター「サンリング」  

   ○休日   週休２日制（１年単位変形労働時間制）  

   ○休暇等  有給休暇２０日、夏季特別休暇３日、１２月２９日～１月３日  

   ○社会保険 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金  

   ○定年等  ６０歳定年制（再雇用制度あり）  

   ○退職金等 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済加入  

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金加入  

 

 １２ 合否の決定及び発表  

      選考試験の結果に基づいて合格者を決定し、直接受験者に通知する  

    

 １３ その他 

        この試験について不明な事項は、小川村社会福祉協議会に問い合わせる 

 

〒３８１－３３０２              

上水内郡小川村大字高府８５５３        

社会福祉法人 小川村社会福祉協議会 事務局長 竹村 広義  
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